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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月3日(2015.2.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセス制御リストに記載されていないアクセス端末のために定義された期間の間にア
クセスを可能にさせる指示を受信することと、
　前記指示に応答して、前記定義された期間中に前記アクセス制御リストに記載されてい
ないアクセス端末のためにアクセスを可能にさせることと、
　前記定義された期間中に前記アクセス制御リストに記載されていないアクセス端末から
登録メッセージを受信することと、
　前記登録メッセージに応答して、前記アクセス端末にサービスを提供することと、
を備える、通信方法。
【請求項２】
　前記登録メッセージは、前記アクセス端末の識別子を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アクセス制御リストに前記識別子を追加すること、をさらに備える、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記アクセス制御リストは、アクセスポイント又は前記アクセスポイントのためのアク
セスポイントゲートウェイにおいて維持される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法は、アクセスポイント又は前記アクセスポイントのためのアクセスゲートウェ
イにおいて実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記指示は、
　前記アクセス端末から、
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　ネットワークインタフェースを介して、又は
　前記アクセスポイントのためのアクセスゲートウェイにおいてアクセスポイントから、
　受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　アクセスが前記アクセス端末のために可能にされることを確認するために前記アクセス
端末に確認メッセージを送信することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記確認メッセージは、前記アクセス端末への呼を備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　指示に応答して、定義された期間中にアクセス制御リストに記載されていないアクセス
端末のためにアクセスを可能にさせるように構成されたアクセスコントローラと、
　前記定義された期間中に前記アクセス制御リストに記載されていないアクセス端末から
登録メッセージを受信するように構成された受信機と、
　を備え、前記アクセスコントローラは、前記登録メッセージに応答して、前記アクセス
端末にサービスを提供するようにさらに構成される、通信のための装置。
【請求項１０】
　前記登録メッセージは、前記アクセス端末の識別子を備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記アクセスコントローラは、前記アクセス制御リストに前記識別子を追加するように
さらに構成される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記アクセス制御リストは、アクセスポイント又は前記アクセスポイントのためのアク
セスポイントゲートウェイにおいて維持される、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記受信機は、前記アクセス端末から前記指示を受信するようにさらに構成される、請
求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記アクセスコントローラは、ユーザ入力デバイスから前記指示を受信するようにさら
に構成される、請求項９に記載の装置。
【請求項１５】
　前記指示を受信するように構成されたネットワークコントローラをさらに備える、請求
項９に記載の装置。
【請求項１６】
　アクセスが前記アクセス端末のために可能にされることを確認するために前記アクセス
端末に確認メッセージを送信するように構成された送信機をさらに備える、請求項９に記
載の装置。
【請求項１７】
　前記確認メッセージは、前記アクセス端末への呼を備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　アクセス制御リストに記載されていないアクセス端末のために定義された期間の間にア
クセスを可能にさせる指示を受信するための手段と、
　前記指示に応答して、前記定義された期間中に前記アクセス制御リストに記載されてい
ないアクセス端末のためにアクセスを可能にさせるための手段と、
　前記定義された期間中に前記アクセス制御リストに記載されていないアクセス端末から
登録メッセージを受信するための手段と、
　前記登録メッセージに応答して、前記アクセス端末にサービスを提供するための手段と
、
　を備える、通信ための装置。
【請求項１９】
　前記登録メッセージは、前記アクセス端末の識別子を備える、請求項１８に記載の装置
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。
【請求項２０】
　前記アクセス制御リストに前記識別子を追加するための手段、をさらに備える、請求項
１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記アクセス制御リストは、アクセスポイント又は前記アクセスポイントのためのアク
セスポイントゲートウェイにおいて維持される、請求項１８に記載の装置。
【請求項２２】
　前記指示は、
　前記アクセス端末から、
　ネットワークインタフェースを介して、又は
　前記アクセスポイントのためのアクセスゲートウェイにおいてアクセスポイントから、
　受信される、請求項１８に記載の装置。
【請求項２３】
　アクセスが前記アクセス端末のために可能にされることを確認するために前記アクセス
端末に確認メッセージを送信するための手段をさらに備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２４】
　前記確認メッセージは、前記アクセス端末への呼を備える、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　アクセス制御リストに記載されていないアクセス端末のために定義された期間の間にア
クセスを可能にさせる指示を受信し、
　前記指示に応答して、前記定義された期間中に前記アクセス制御リストに記載されてい
ないアクセス端末のためにアクセスを可能にさせ、
　前記定義された期間中に前記アクセス制御リストに記載されていないアクセス端末から
登録メッセージを受信し、
　前記登録メッセージに応答して、前記アクセス端末にサービスを提供すること、
　をコンピュータに行わせるためのコードを備える、コンピュータプログラム。
【請求項２６】
　前記登録メッセージは、前記アクセス端末の識別子を備える、請求項２５に記載のコン
ピュータプログラム。
【請求項２７】
　前記アクセス制御リストに前記識別子を追加することを前記コンピュータに行わせるた
めのコードをさらに備える、請求項２６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２８】
　前記アクセス制御リストは、アクセスポイント又は前記アクセスポイントのためのアク
セスポイントゲートウェイにおいて維持される、請求項２５に記載のコンピュータプログ
ラム。
【請求項２９】
　アクセスが前記アクセス端末のために可能にされることを確認するために前記アクセス
端末に確認メッセージを送信することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさら
に備える、請求項２５に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３０】
　前記確認メッセージは、前記アクセス端末への呼を備える、請求項２９に記載のコンピ
ュータプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３０】
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　開示される態様に関する上記説明は、当業者が本開示を製造又は使用するのを可能にす
ることを目的として提供される。これらの態様に対する様々な修正は、当業者にとって容
易に明確になるであろう、及び、ここにおいて定められる一般原理は、本開示の適用範囲
を逸脱することなしにその他の態様に対して適用することができる。以上のように、本開
示は、ここにおいて示される態様に限定されることが意図されるものではなく、ここにお
いて開示される原理及び新規の特徴に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認めら
れるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　アクセスポイントのためにアクセス制御をディスエーブルにすることと、
　前記アクセス制御がディスエーブルにされているときにメッセージを受信することであ
って、前記メッセージは、アクセス端末が前記アクセスポイントに登録することを試行中
であることを示すことと、
　前記アクセス制御がディスエーブルにされているときに前記メッセージを受信した結果
として前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可
することと、を備える、通信方法。
［Ｃ２］
　前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセスポイント
のためのアクセス制御リストに前記アクセス端末の識別子を追加することを備えるＣ１に
記載の方法。
［Ｃ３］
　前記アクセスポイントにおいて前記アクセス制御リストを維持することをさらに備える
Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにおいて前記アクセス制
御リストを維持することをさらに備えるＣ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記アクセス制御を前記ディスエーブルにすることは、前記アクセス制御リストに記載
されていないアクセス端末のためにアクセスを一時的に可能にすることを備えるＣ２に記
載の方法。
［Ｃ６］
　前記アクセス制御は、定義された期間の間ディスエーブルにされるＣ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記方法は、前記アクセスポイントにおいて実行されるＣ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記方法は、前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにおいて実
行されるＣ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　ユーザ入力デバイスから指示を受信することをさらに備え、前記アクセス制御は、前記
指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記アクセス端末から指示を受信することをさらに備え、前記アクセス制御は、前記指
示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　ネットワークインタフェースを介して指示を受信することをさらに備え、前記アクセス
制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにおいて前記アクセスポ
イントから指示を受信することをさらに備え、前記アクセス制御は、前記指示の前記受信
の結果としてディスエーブルにされるＣ１に記載の方法。
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［Ｃ１３］
　前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可され
ていることを確認するために前記アクセス端末に確認メッセージを送信することをさらに
備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記アクセスポイントのための実施ポイントは、前記アクセス端末への呼をトリガする
ことによって前記アクセス端末に前記確認メッセージを送信するＣ１３に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセス端末が定
義された期間の間にサービスを入手することを許可することを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記アクセスポイントは、フェムトセルを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１７］
　アクセスポイントのためにアクセス制御をディスエーブルにするように構成されたアク
セスコントローラと、
　前記アクセス制御がディスエーブルにされているときにメッセージを受信するように構
成された受信機と、を備え、前記メッセージは、アクセス端末が前記アクセスポイントに
登録することを試行中であることを示し、
　前記アクセスコントローラは、前記アクセス制御がディスエーブルにされているときに
前記メッセージを受信した結果として前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じて
サービスを入手することを許可するようにさらに構成される、通信のための装置。
［Ｃ１８］
　前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセスポイント
のためのアクセス制御リストに前記アクセス端末の識別子を追加することを備えるＣ１７
に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記アクセスコントローラは、前記アクセスポイントにおいて前記アクセス制御リスト
を維持するようにさらに構成されるＣ１８に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記アクセスコントローラは、前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲート
ウェイにおいて前記アクセス制御リストを維持するようにさらに構成されるＣ１８に記載
の装置。
［Ｃ２１］
　前記アクセス制御を前記ディスエーブルにすることは、前記アクセス制御リストに記載
されていないアクセス端末のためにアクセスを一時的に可能にすることを備えるＣ１８に
記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記アクセス制御は、定義された期間の間ディスエーブルにされるＣ１７に記載の装置
。
［Ｃ２３］
　前記装置は、前記アクセスポイントであるＣ１７に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記装置は、前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイであるＣ１
７に記載の装置。
［Ｃ２５］
　ユーザ入力デバイスをさらに備え、
　前記アクセスコントローラは、前記ユーザ入力デバイスから指示を受信するようにさら
に構成され、
　前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１７
に記載の装置。
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［Ｃ２６］
　前記受信機は、前記アクセス端末から指示を受信するようにさらに構成され、
　前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１７
に記載の装置。
［Ｃ２７］
　指示を受信するように構成されたネットワークインタフェースをさらに備え、前記アク
セス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ１７に記載の装
置。
［Ｃ２８］
　前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可され
ていることを確認するために前記アクセス端末に確認メッセージを送信するように構成さ
れた送信機をさらに備えるＣ１７に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記確認メッセージは、前記アクセス端末への呼をトリガすることによって送信される
Ｃ２８に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセス端末が定
義された期間の間にサービスを入手することを許可することを備えるＣ１７に記載の装置
。
［Ｃ３１］
　前記アクセスポイントは、フェムトセルを備えるＣ１７に記載の装置。
［Ｃ３２］
　アクセスポイントのためにアクセス制御をディスエーブルにするための手段と、
　前記アクセス制御がディスエーブルにされているときにメッセージを受信するための手
段であって、前記メッセージは、アクセス端末が前記アクセスポイントに登録することを
試行中であることを示す手段と、
　前記アクセス制御がディスエーブルにされているときに前記メッセージを受信した結果
として前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可
するための手段と、を備える、通信のための装置。
［Ｃ３３］
　前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセスポイント
のためのアクセス制御リストに前記アクセス端末の識別子を追加することを備えるＣ３２
に記載の装置。
［Ｃ３４］
　前記アクセスポイントにおいて前記アクセス制御リストを維持するための手段をさらに
備えるＣ３３に記載の装置。
［Ｃ３５］
　前記アクセスポイントのためのアクセスポイントゲートウェイにおいて前記アクセス制
御リストを維持するための手段をさらに備えるＣ３３に記載の装置。
［Ｃ３６］
　ユーザ入力手段をさらに備え、
　アクセス制御をディスエーブルにするための前記手段は、前記ユーザ入力手段から指示
を受信するように構成され、
　前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ３２
に記載の装置。
［Ｃ３７］
　前記アクセス端末から指示を受信するための手段をさらに備え、前記アクセス制御は、
前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ３２に記載の装置。
［Ｃ３８］
　指示を受信するためのネットワークインタフェース手段をさらに備え、前記アクセス制
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御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ３２に記載の装置。
［Ｃ３９］
　前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可され
ていることを確認するために前記アクセス端末に確認メッセージを送信するための手段を
さらに備え、前記確認メッセージは、前記アクセス端末への呼をトリガすることによって
送信されるＣ３２に記載の装置。
［Ｃ４０］
　アクセスポイントのためにアクセス制御をディスエーブルにし、
　前記アクセス制御がディスエーブルにされているときにメッセージを受信し、及び
　前記アクセス制御がディスエーブルにされているときに前記メッセージを受信した結果
として前記アクセス端末が前記アクセスポイントを通じてサービスを入手することを許可
することをコンピュータに行わせるためのコードを備えるコンピュータによって読み取り
可能な媒体を備え、前記メッセージは、アクセス端末が前記アクセスポイントに登録する
ことを試行中であることを示す、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ４１］
　前記アクセス端末がサービスを入手することを許可することは、前記アクセスポイント
のためのアクセス制御リストに前記アクセス端末の識別子を追加することを備えるＣ４０
に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４２］
　前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、前記アクセスポイントにおいて前記
アクセス制御リストを維持することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに
備えるＣ４１に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４３］
　前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、前記アクセスポイントのためのアク
セスポイントゲートウェイにおいて前記アクセス制御リストを維持することを前記コンピ
ュータに行わせるためのコードをさらに備えるＣ４１に記載のコンピュータプログラム製
品。
［Ｃ４４］
　前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、ユーザ入力デバイスから指示を受信
することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備え、
　前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ４０
に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４５］
　前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、前記アクセス端末から指示を受信す
ることを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備え、
　前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ４０
に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４６］
　前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、ネットワークインタフェースを介し
て指示を受信することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備え、
　前記アクセス制御は、前記指示の前記受信の結果としてディスエーブルにされるＣ４０
に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４７］
　前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、前記アクセス端末が前記アクセスポ
イントを通じてサービスを入手することを許可されていることを確認するために前記アク
セス端末に確認メッセージを送信することを前記コンピュータに行わせるためのコードを
さらに備え、
　前記確認メッセージは、前記アクセス端末への呼をトリガすることによって送信される
Ｃ４０に記載のコンピュータプログラム製品。
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